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204－令和６年度森林及び林業の動向 

(公益的機能維持増進協定の推進) 
国有林野に隣接・介在する民有林野の中には、森林所有者等による間伐等の施業が十分

に行われず、国有林野の発揮している国土保全等の公益的機能に悪影響を及ぼす場合や、
民有林野における鳥獣、病害虫、外来種等の繁殖が国有林野で実施する駆除の支障となる
場合もみられる。このような民有林野の整備・保全については、森林管理局⾧が森林所有
者等と「公益的機能維持増進協定」を締結して、国有林野事業により一体的に整備及び保
全を行っており、令和６(2024)年３月末までに累計20か所(595ha)の協定が締結された。 
(相続土地国庫帰属制度への対応) 

所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に「相続等により取得した土地所有権の
国庫への帰属に関する法律」が令和３(2021)年に成立した。相続等によってやむを得ず土
地所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地を国庫に帰属させるよう申請
することを可能とする相続土地国庫帰属制度が創設され、令和５(2023)年４月から運用が
開始された。制度の運用に当たり、各森林管理局では、承認申請に係る審査のうち実地調
査等について、法務局からの要請に応じて協力しており、令和７(2025)年３月末時点での
森林の帰属件数は80件(3.6ha)となっている。また、国庫に帰属した土地のうち森林につい
ては、森林管理署等が、巡視による倒木・不法投棄等の異常の有無の確認や土地の境界保
全に努めている。 

赤井川地域森林整備推進協定による村の森林・林務行政への
支援 

北海道の石狩森林管理署は、管内市町村の森林・林業行政への技術支援として、赤
あか

井
い

川
がわ

村
むら

に対し、村有林の森林整備計画の策定に当たり必要な現況把握のための森林調査や、赤井川
村による後志総合振興局、事業体等との現地検討会の進め方に対する助言等を行ってきた。 

このような中、石狩森林管理署と赤井川村は令和６(2024)年１月に赤井川地域森林整備
推進協定を締結した。本協定では国有林と村有林が隣接する冷

ひや
水
みず

峠
とうげ

地区を「森林共同施業
団地」として設定し、路網整備における連携、ストックヤードの開設及び共用を進めるほか、
伐採時期を合わせることで村有林材を生産ロットが大きい国有林材と協調出荷するなどに
より、村有林材の販路の拡大や村有林整備の進展を目指している。 

令和６(2024)年度において、本協定により森林共同施業団地内の村有林での列状間伐が
実施され、今後は更に、協調出荷を円滑に進めるとともに、大型運材車の乗り入れが可能な
ストックヤードを整備する予定となっている。将来的には、このストックヤードを活用し、
私有林から生産される木材も協調出荷の対象とすることにより、民有林の森林整備への更
なる貢献をしていくことが期待される。 

調印式の様子 村有林の間伐状況 
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(３)「国民の森林
も り

」としての管理経営等 
(ア)「国民の森林

も り
」としての管理経営 

(国有林野事業への理解と支援に向けた多様な情報受発信)  
国有林野事業では、国有林野を「国民の森林

も り
」として位置付け、国民に対する情報の公

開、フィールドの提供、森林・林業に関する普及啓発等により、国民に開かれた管理経営
に努めている。 

また、国民の意見を聴取するため、一般公募により「国有林モニター」を選定し、「国
有林モニター会議」や現地見学会、アンケート調査等を行っている。 

このほか、SNSの活用やホームページの内容の充実に努めるとともに、森林管理局の新
たな取組や年間の業務予定等を公表するなど、国民への情報発信に積極的に取り組んでいる。 

 
 

「木の文化を支える森」での歩道整備活動 
岐阜県の東濃森林管理署は、歴史的建造物の修繕に必要な大径木の森づくりのため、管内

の加子母
か し も

裏
うら

木曽
き そ

国有林において「木の文化を支える森」として裏
うら

木曽
き そ

古事
こ じ

の森を設定し、地
域の協議会と協力しながら管理を行っている。この一環として、裏木曽古事の森の取組を数
多くの人に広くPRするため、令和６(2024)年７月に、「初代大ヒノキ注」に至る歩道整備の
ボランティア活動が協議会の呼び掛けにより行われた。 

歩道整備には地方公共団体やまちづくり協議会、区⾧会などから35名が参加し、案内看板
の設置、腐食した丸太橋の架替え、転石除去など、60年以上前に作られた見学コースの修繕
が行われた。また、活動後には地域の木の文化の魅力を発信してもらえるよう、参加者に対
して学習会も併せて開催し、大ヒノキまでの道中の見どころや、地域の森林・林業の歴史に
関する解説などを行い、多くの好評を得た。 

東濃森林管理署では他にも、中
なか

津
つ

川
がわ

市や岐阜県恵那農林事務所と共同で「なかつがわ山の
日山

さん
DAY

デ イ
」(山の日イベント)を開催するなど様々な活動を行っており、これらのイベントを

通じてより多くの方に木曽のヒノキ林と歴史を知ってもらうことを目指している。 
 
注：江戸時代後期、焼失した江戸城再建のために幕府から派遣された役人により「ご神木」として残された木

曽山随一の大檜のこと。昭和９(1934)年の室戸台風で折れてしまい、昭和29(1954)年に学術参考のため伐
採された。切り株の直径は約2.2ｍ、断面は２畳以上の広さがある。 

 

丸太橋架替えの様子 会議室での学習会の様子 
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